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○新発田市子ども・子育て支援法施行細則 

平成２８年３月１日 

規則第３号 

改正 平成２８年７月７日規則第８４号 

平成２９年７月２４日規則第４２号 

平成３０年１０月２３日規則第４１号 

目次 
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第１節 支給認定等（第２条―第１５条） 

第２節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準（第１６条―第２０条） 

第３節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続（第２１条） 

第３章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者（第２２条―第２５条） 

第４章 雑則（第２６条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）の

施行に関し、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）

及び子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「府令」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

第２章 子どものための教育・保育給付 

第１節 支給認定等 

（労働時間の下限） 

第２条 府令第１条第１号の市町村が定める時間は、４８時間とする。 

（認定の申請） 

第３条 府令第２条第１項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書（別記

第１号様式）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、保育園又は認定こども園への入園を希望する場合は保育認定申請書

兼保育園等入園申込書（別記第２号様式）を、幼稚園への入園を希望する場合は教育標準時間認

定申請書（別記第３号様式）を、前項の申請書とすることができるものとする。 

（保育必要量の認定） 

第４条 法第２０条第３項の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に掲げるところにより行うものとする。 
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(1) 府令第１条第１号、第４号又は第７号に掲げる事由に該当する場合（１月において１２０時

間以上就労し、就学し、介護若しくは看護に従事し、又は職業訓練を受講することを常態とす

る場合に限る。） 保育標準時間認定（１日当たり１１時間までの保育必要量の認定をいう。

以下同じ。） 

(2) 府令第１条第１号、第４号又は第７号に掲げる事由に該当する場合（１月において４８時間

以上１２０時間未満就労し、就学し、介護若しくは看護に従事し、又は職業訓練を受講するこ

とを常態とする場合に限る。） 保育短時間認定（１日当たり８時間までの保育必要量の認定

をいう。以下同じ。） 

(3) 府令第１条第２号、第３号、第５号又は第８号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間

認定 

(4) 府令第１条第６号又は第９号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定（ただし、その

事由を勘案し、市長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。） 

(5) 府令第１条第１０号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由

を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、市長が適当と認める認定 

（認定の結果の通知等） 

第５条 法第２０条第４項前段の規定による通知は、支給認定結果通知書（別記第４号様式）によ

り行うものとする。 

２ 法第２０条第４項後段の支給認定証は、支給認定証（別記第５号様式）とする。 

３ 法第２０条第５項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書（別記第６号様式）により行

うものとする。 

（利用者負担額に関する事項の通知） 

第６条 府令第７条（府令第１３条第１項において準用する場合を含む。第１８条第３項において

同じ。）の規定による通知は、支給認定保護者（法第２０条第４項に規定する支給認定保護者を

いう。以下同じ。）に対するものにあっては保育料決定通知書（別記第７号様式）により、特定

教育・保育施設等（法第５８条第１項に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。）に

対するものにあっては別に定める利用者負担額決定通知書（施設・事業用）により行うものとす

る。 

（支給認定の有効期間） 

第７条 府令第８条第４号ロの市町村が定める期間は、９０日とする。 

２ 府令第８条第６号及び第１２号の市町村が定める期間は、府令第１条第９号に掲げる事由に該

当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。 

３ 府令第８条第７号及び第１３号の市町村が定める期間は、府令第１条第１０号に掲げる事由に

該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。 

（現況の届出） 
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第８条 府令第９条第１項の届書は、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況

届とする。 

（利用者負担額に関する事項の変更の通知） 

第９条 府令第９条第４項（府令第１１条第３項において準用する場合を含む。第１８条第３項に

おいて同じ。）の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては保育料変更通知書

（別記第８号様式）により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては別に定める利用者負

担額変更通知書（施設・事業用）により行うものとする。 

（支給認定の変更の認定の申請） 

第１０条 府令第１１条第１項の申請書は、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認

定変更申請書とする。 

（申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等） 

第１１条 法第２３条第３項において準用する法第２０条第４項前段の規定による通知は、支給認

定証（別記第５号様式）により行うものとする。 

（職権による支給認定の変更の認定の通知） 

第１２条 法第２３条第５項において準用する法第２０条第４項前段の規定による通知は、支給認

定証（別記第５号様式）により行うものとする。 

（支給認定の取消しの通知） 

第１３条 府令第１４条第１項の規定による通知は、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費

等支給認定取消通知書により行うものとする。 

（申請内容の変更の届出） 

第１４条 府令第１５条第１項の届書は、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定

申請内容変更届とする。 

（支給認定証の再交付の申請等） 

第１５条 府令第１６条第２項の申請書は、別に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認

定証再交付申請書とする。 

第２節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準 

（利用者負担額） 

第１６条 法第２７条第３項第２号の市町村が定める額、法第２８条第２項第１号の当該支給認定

保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第２号の市町

村が定める額、同項第３号の市町村が定める額、法第２９条第３項第２号の市町村が定める額、

法第３０条第２項第１号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し

て市町村が定める額、同項第２号の市町村が定める額、同項第３号の市町村が定める額及び同項

第４号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める

額（以下「利用者負担額」という。）は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該
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各号に定める額又は令第４条から第７条まで及び第９条から第１３条までに規定する内閣総理大

臣が定める基準のうち支給認定子ども（法第２０条第４項に規定する支給認定子どもをいう。以

下同じ。）が受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額

とする。 

(1) 教育認定子ども（令第４条第１項に規定する教育認定子どもをいう。）及び特別利用教育（法

第２８条第１項第３号に規定する特別利用教育をいう。以下同じ。）を受けた満三歳以上保育

認定子ども（令第４条第２項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。）に係

る支給認定保護者 別表第１の支給認定保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、

同表の利用者負担額欄に定める額 

(2) 満三歳以上保育認定子ども（特別利用教育を受けた者及び特定満三歳以上保育認定子ども

（令第４条第３項に規定する特定満三歳以上保育認定子どもをいう。次号において同じ。）を

除く。）に係る支給認定保護者 別表第２の支給認定保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者

の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額 

(3) 特定満三歳以上保育認定子ども（特別利用教育を受けた者を除く。）及び満三歳未満保育認

定子ども（法第２９条第１項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。）に係る支給認定

保護者 別表第３の支給認定保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、同表の利

用者負担額欄に定める額 

（複数の支給認定子ども等がいる支給認定保護者に係る利用者負担額の特例） 

第１７条 負担額算定基準子ども（令第１４条に規定する負担額算定基準子どもをいう。）が同一

世帯に２人以上いる場合の支給認定保護者に係る次の各号に掲げる支給認定子どもに関する利用

者負担額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

(1) 令第１４条第１号イからハまでに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関して前

条の規定により算定される額に１００分の５０を乗じて得た額 

(2) 令第１４条第２号イからハまでに掲げる支給認定子ども 零 

（複数の特定被監護者等がいる支給認定保護者に係る利用者負担額の特例） 

第１７条の２ 特定被監護者等（令第１４条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。）が２

人以上いる場合の支給認定保護者に係る次の各号に掲げる支給認定子どもが受けた特定教育・保

育等（令第１４条の２第１項に規定する特定教育・保育等をいう。以下この条において同じ。）

に関する利用者負担額は、当該特定教育・保育等に係る負担額算定基準額（令第１４条の２第２

項に規定する負担額算定基準額をいう。）が７７，１０１円未満（満三歳以上保育認定子ども又

は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、５７，７００円未満）であ

るときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

(1) 令第１４条の２第１項第１号イ又はロに掲げる支給認定子ども 第１６条の規定により算

定される額に１００分の５０を乗じて得た額（別表第２のB階層及び別表第３のB階層に掲げる
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支給認定保護者に係る支給認定子どもにあっては、零） 

(2) 令第１４条の２第１項第２号イからハまでに掲げる支給認定子ども 零 

２ 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった

月において要保護者等（令第４条第４項に規定する要保護者等をいう。別表第２及び別表第３に

おいて同じ。）に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前項の規定の適用について

は、同項中「７７，１０１円未満（満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが

受けた特定教育・保育等にあっては５７，７００円未満）」とあるのは「７７，１０１円未満」

と、「当該各号に定める額」とあるのは「零」とする。 

（平成２８規則８４・追加、平成２９規則４２・一部改正） 

（特別の事由がある支給認定保護者に係る利用者負担額の特例） 

第１８条 府令第５６条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等（法第５９条第３号に

規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。）に要する費用を支給認定保護者が負担すること

が困難であり、その負担を軽減する必要があると市長が認めるときは、当該支給認定保護者に係

る市町村民税所得割合算額（別表第１に規定する市町村民税所得割合算額をいう。）その他地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含

む。以下同じ。）の課税の状況にかかわらず、当該支給認定保護者はその属する世帯の所得の状

況その他の事情を勘案して市長が適当と認める階層区分（別表第１から別表第３までの支給認定

保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者の区分をいう。第３項において同じ。）に該当するもの

とみなして、前２条の規定を適用する。 

２ 前項の規定による利用者負担額の軽減措置を受けようとする支給認定保護者は、別に定める保

育料減免申請書に府令第５６条に掲げる事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該支給認定保護者の負担を軽減する

必要があると認めるときは、第１項の規定により当該支給認定保護者が該当するものとみなされ

る階層区分に基づき利用者負担額を定め、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用す

る特定教育・保育施設等に対して、その定めた利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

ただし、当該利用者負担額に関する事項を府令第７条又は第９条第４項の規定により通知する場

合は、この限りでない。 

４ 第９条の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。 

５ 市長は、第２項の規定による申請があった場合において、当該支給認定保護者の負担を軽減す

る必要があると認められないときは、別に定める保育料減免不承認通知書により、理由を付して、

その旨を当該支給認定保護者に通知するものとする。 

（月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額） 

第１９条 令第２４条第２項に規定する事由のあった支給認定子どもに関する利用者負担額（当該
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事由のあった月の利用者負担額に限る。）は、府令第５９条に定める日数を基礎として日割りに

よって計算して得た額とする。 

（特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額） 

第２０条 法第２８条第２項第１号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定

める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額、法第３０条第２項第１号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が

定める額及び同項第４号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を

控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ法第２８条第２項第１号、第３０条

第２項第１号又は同項第４号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によるこ

とが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長

が適当と認める額とすることができる。 

第３節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続 

（施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請等） 

第２１条 法第２７条第１項の施設型給付費、法第２８条第１項の特例施設型給付費、法第２９条

第１項の地域型保育給付費又は法第３０条第１項の特例地域型保育給付費（次項において「施設

型給付費等」という。）の支給を受けようとする支給認定保護者は、別に定める施設型給付費・

地域型保育給付費等支給申請書に特定教育・保育等提供証明書（特定教育・保育施設（法第２７

条第１項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。）、特定地域型保育事業者（法第２

９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第２５条において同じ。）又は特例保育（法

第３０条第１項第４号に規定する特例保育をいう。別表第２において同じ。）を行う事業者が特

定教育・保育を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、

費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。）を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 法第２７条第５項（法第２８条第４項において準用する場合を含む。）又は法第２９条第５項

（法第３０条第４項において準用する場合を含む。）の規定により前項の支給認定保護者に係る

施設型給付費等が特定教育・保育施設等又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の

規定は、適用しない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に

通知するものとする。 

第３章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 

（確認の申請） 

第２２条 府令第２９条の申請書は特定教育・保育施設確認申請書（別記第９号様式）と、府令第

３９条の申請書は特定地域型保育事業者確認申請書（別記第１０号様式）とする。 

（確認の変更の申請） 
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第２３条 府令第３１条及び府令第４０条の申請書は、変更申請書（別記第１１号様式）とする。 

（変更の届出等） 

第２４条 法第３５条第１項及び第２項並びに法第４７条第１項及び第２項の規定による届出は、

変更届出書（別記第１２号様式）により行わなければならない。 

（確認の辞退） 

第２５条 特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者は、法第３６条及び法第４８条

の規定の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届出書（別記第１３号様式）を市長に提出し

なければならない。 

第４章 雑則 

（その他） 

第２６条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規則は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

（法附則第６条第４項の規定による費用の徴収） 

第２条 法附則第６条第４項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事

項は、別に定める。 

（施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等） 

第３条 法附則第９条第１項第１号イの市町村が定める額、同項第２号イ（１）の当該支給認定保

護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ（１）の市町

村が定める額、法附則第９条第１項第３号イ（１）の市町村が定める額及び同号ロ（１）の当該

支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、別表第

１の支給認定保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定

める額又は令附則第１２条から第１６条までにおいて準用する令第４条から第６条まで、第１１

条及び第１３条に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち支給認定子どもが受けた教育若しく

は保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。 

２ 第１７条から第１９条までの規定は、前項に掲げる市町村が定める額について準用する。この

場合において、第１７条中「前条」とあるのは「附則第３条第１項」と、同条第１号中「第１４

条第１号イからハまで」とあるのは「第１４条第１号イ及びハ」と、第１８条第１項中「前２条」

とあるのは「附則第３条第１項及び同条第２項において準用する前条」と読み替えるものとする。 

附 則（平成２８年規則第８４号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、

平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年規則第４２号） 
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、

平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年規則第４１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、

平成３０年９月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の新発田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成３０年９月１

日以後に行われる利用者負担額の算定について適用し、同日前に行われた利用者負担額の算定に

ついては、なお従前の例による。 

別表第１（第１６条、附則第３条関係） 

（平成２９規則４２・平成３０規則４１・一部改正） 

単位：円 

階層 支給認定保護者の区分 利用者負担額（月額） 

１ 特定教育・保育等のあった月において被保護者等である支給認定保護

者 

０ 

２ 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該支給認

定保護者又は養育里親等である支給認定保護者（第１階層に掲げる者

を除く。） 

０ 

３ 市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満である場合における支

給認定保護者（第１階層及び第２階層に掲げる者を除く。） 

（０） 

８，４００ 

４ 市町村民税所得割合算額が２１１，２０１円未満である場合における

支給認定保護者（第１階層から第３階層までに掲げる者を除く。） 

１４，８００ 

５ 第１階層から第４階層までに掲げる者以外の支給認定保護者 ２０，０００ 

備考 

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 被保護者等 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被

保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項に規定する

支援給付を受けている者をいう。 

（２） 市町村民税の所得割を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度（特

定教育・保育等のあった月が４月から８月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法
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の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条

の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）を課されない者（市町村（特別区を含

む。別表第２において同じ。）の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を

含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）

をいう。別表第２及び別表第３において同じ。 

（３） 養育里親等 令第４条第１項第４号に規定する養育里親等をいう。 

（４） 市町村民税所得割合算額 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に

属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度（特定教育・保育等のあっ

た月が４月から８月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民

税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割の額（府令第２０条に定める規定による

控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。）を合算した額をい

う。 

２ 特別利用教育を受けた満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者に関するこの表の

規定の適用については、第１階層の項中「支給認定保護者」とあるのは「支給認定保護者又

は別表第２に規定する里親である支給認定保護者」と、第２階層の項中「当該支給認定保護

者又は養育里親等である支給認定保護者」とあるのは「当該支給認定保護者」とする。 

３ 支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４号）第

１条第２号に規定する女子又は同令第１条の２第２号に規定する男子に該当する者である場

合は、当該支給認定保護者の申請に基づき、地方税法第２９２条第１項第１１号に規定する

寡婦若しくは同項第１２号に規定する寡夫とみなし、地方税法第２９５条第１項第２号若し

くは第３１４条の２第１項第８号若しくは第３項及び第３１４条の６（寡婦又は寡夫に関す

る部分に限る。）の規定の例により算出した市町村民税額に基づく階層の利用者負担額とす

る（別表第２及び別表第３において同じ。）。 

４ 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあ

った月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する第３階層の

利用者負担額は、（ ）内の額とする。 

５ 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と

同一の世帯に属する者が指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１

９第１項の指定都市をいう。以下この項において同じ。）の区域内に住所を有する者である

ときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村

民税所得割合算額を算定するものとする（別表第２及び別表第３において同じ。）。 

６ 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と

同一の世帯に属する者が地方税法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫

と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあ
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るのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻（届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に同号

イに該当する所得割の納税義務者又は同項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した

後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚

姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する

所得割の納税義務者であるときは、同法第３１４条の２第１項第８号に規定する額（その者

が同法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしてい

ない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで

母となった女子であって、現に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に同法第３１４条の２第３項に該

当する者であるときは、同項に規定する額）に同法第３１４条の３第１項に規定する率を乗

じて得た額を控除するものとする（別表第２及び別表第３において同じ。）。 

別表第２（第１６条、附則第３条関係） 

（平成２８規則８４・平成２９規則４２・一部改正） 

単位：円 

階層 支給認定保護者の区分 利用者負担額（月額） 

標準時間認定保

護者 

短時間認定保護

者 

A 特定教育・保育等のあった月において被保護者等で

ある支給認定保護者又は里親である支給認定保護

者 

０ ０ 

B 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の

世帯に属する者が市町村民税を課されない者であ

る場合における当該支給認定保護者（A階層に掲げ

る者を除く。） 

（０） 

３，４００ 

（０） 

３，４００ 

C 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の

世帯に属する者が市町村民税の所得割を課されな

い者である場合における当該支給認定保護者（A階

層及びB階層に掲げる者を除く。） 

（３，４００） 

１０，４００ 

（３，４００） 

１０，３００ 

D １ 市町村民税所得割合

算額が次の区分に該

当する世帯 

４８，６００円未満 （３，４００） 

１４，４００ 

（３，４００） 

１４，２００ 

２ ６５，０００円未満 （３，４００） （３，４００） 
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１６，３００ １６，１００ 

３ ７７，１０１円未満 （３，４００） 

１８，３００ 

（３，４００） 

１８，０００ 

８１，０００円未満 １８，３００ １８，０００ 

４ ９７，０００円未満 ２０，２００ １９，９００ 

５ １３３，０００円未満 ２２，２００ ２１，９００ 

６ １６９，０００円未満 ２４，２００ ２３，９００ 

７ １９１，０００円未満 ２６，１００ ２５，７００ 

８ ２１３，０００円未満 ２８，１００ ２７，７００ 

９ ２３５，０００円未満 ２９，５００ ２９，０００ 

１０ ２５７，０００円未満 ３０，５００ ３０，０００ 

１１ ２７９，０００円未満 ３１，５００ ３１，０００ 

１２ ３０１，０００円未満 ３２，５００ ３２，０００ 

１３ ３４９，０００円未満 ３３，０００ ３２，５００ 

１４ ３９７，０００円未満 ３３，５００ ３３，０００ 

１５ ３９７，０００円以上 ３３，５００ ３３，０００ 

備考 

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 被保護者等 別表第１に規定する被保護者等をいう。 

（２） 里親 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４第１項に規定する里親

をいう。 

（３） 市町村民税を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度（特定教育・

保育等のあった月が４月から８月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定に

よる市町村民税（特定教育・保育（法第２７条第１項に規定する特定教育・保育をいう。）

又は特例保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同

一の世帯に属する者にあっては、同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）

を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含

むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除

く。）をいう。 

（４） 市町村民税所得割合算額 別表第１に規定する市町村民税所得割合算額をいう。 

（５） 標準時間認定保護者 府令第４条の保育必要量の認定において、保育の利用につい

て、１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の区分と認定さ

れた支給認定子どもに係る支給認定保護者をいう。 
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（６） 短時間認定保護者 府令第４条の保育必要量の認定において、保育の利用について、

１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区分と認定された支

給認定子どもに係る支給認定保護者をいう。 

２ 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあ

った月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関するB階層、C階

層及びD階層の利用者負担額は、（  ）内の額とする。 

別表第３（第１６条、附則第３条関係） 

（平成２９規則４２・一部改正） 

単位：円 

階層 支給認定保護者の区分 利用者負担額（月額） 

標準時間認定保

護者 

短時間認定保護

者 

A 特定教育・保育等のあった月において被保護者等で

ある支給認定保護者又は里親である支給認定保護

者 

０ ０ 

B 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の

世帯に属する者が市町村民税を課されない者であ

る場合における当該支給認定保護者（A階層に掲げ

る者を除く。） 

（０） 

４，９００ 

（０） 

４，９００ 

C 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の

世帯に属する者が市町村民税の所得割を課されな

い者である場合における当該支給認定保護者（A階

層及びB階層に掲げる者を除く。） 

（４，９００） 

１２，７００ 

（４，９００） 

１２，６００ 

D １ 市町村民税所得割合

算額が次の区分に該

当する世帯 

４８，６００円未満 （４，９００） 

１６，７００ 

（４，９００） 

１６，５００ 

２ ６５，０００円未満 （４，９００） 

１８，１００ 

（４，９００） 

１７，９００ 

３ ７７，１０１円未満 （４，９００） 

２０，６００ 

（４，９００） 

２０，３００ 

８１，０００円未満 ２０，６００ ２０，３００ 

４ ９７，０００円未満 ２３，０００ ２２，７００ 

５ １３３，０００円未満 ２５，５００ ２５，２００ 

６ １６９，０００円未満 ２８，０００ ２７，６００ 
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７ １９１，０００円未満 ３０，４００ ２９，９００ 

８ ２１３，０００円未満 ３２，８００ ３２，３００ 

９ ２３５，０００円未満 ３４，８００ ３４，３００ 

１０ ２５７，０００円未満 ３６，８００ ３６，２００ 

１１ ２７９，０００円未満 ３８，８００ ３８，２００ 

１２ ３０１，０００円未満 ３９，６００ ３９，０００ 

１３ ３４９，０００円未満 ４０，４００ ３９，８００ 

１４ ３９７，０００円未満 ４１，２００ ４０，６００ 

１５ ３９７，０００円以上 ４１，２００ ４０，６００ 

備考 

１ この表において、「被保護者等」、「里親」、「市町村民税を課されない者」、「市町村

民税所得割合算額」、「標準時間認定保護者」又は「短時間認定保護者」とは、それぞれ別

表第２に規定する被保護者等、里親、市町村民税を課されない者、市町村民税所得割合算額、

標準時間認定保護者又は短時間認定保護者をいう。 

２ 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあ

った月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関するB階層、C階

層及びD階層の利用者負担額は、（ ）内の額とする。 
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別記第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第５条関係） 

第５号様式（第５条関係） 

第６号様式（第５条関係） 

（平成２８規則８４・一部改正） 

第７号様式（第６条関係） 

（平成２８規則８４・一部改正） 

第８号様式（第９条関係） 

（平成２８規則８４・一部改正） 

第９号様式（第２２条関係） 

第１０号様式（第２２条関係） 

第１１号様式（第２３条関係） 

第１２号様式（第２４条関係） 

第１３号様式（第２５条関係） 

 


